
 

   

就労継続支援 A 型事業所における 

スコア方式による評価に関する効果的な取り組みと

仙台市の支援について 

仙台市 



 

１．就労継続支援 A 型事業所のスコア表における主な作成・加点のポイント等について                                                        

➢

○就労継続支援 A 型事業所における過去 3 年の生産活動収支について、国が掲げる①～⑥の区分

に含まれないケースの場合どのように考えるの？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QA  

➢

 



 

○事業所の指定時期と会計年度（事業年度）の終了日が 3 月 31 日と異なる場合の 2 年度目以降の

スコア算定の組み合わせについてどう考えたらいいの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QA  
➢

 
新規指定したばかりの

事業所は実績がまだ 

無いよね？ 



 

 

以下の 8 項目の合計点に応じた点数にて評価 

※該当項目 5 以上:15 点、該当項目 4～3：5 点、該当項目 2 点以下：0 点 

 

○「就業規則等で定める」の「等」はどこまで有効？ 

 

○検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助は利用者誘因行為ではないの？ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢

➢

 



 

○免許・資格取得、検定の受験勧奨に関する制度の加点の可否について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○傷病休暇等の取得に関する制度の加点の可否について 

➢

➢

➢

➢



 

 

以下の 8 項目に該当した項目の合計数に応じて得点を判定し、その合計点に応じた点数にて評価 

※該当項目 5 以上:15 点、該当項目 4～3：5 点、該当項目 2 点以下：0 点 

趣趤趥趦趧趩趨趪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会

について職員が１人以上参加している場合のスコアの 

該当非該当が確認できるフローチャートを作ってみたよ。 

確認してみてね 



 

○研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会の加点の可否について 

➢

 

加点不可 

加点不可 （※注 1） 

加点不可 

➢

は い  

いいえ  

加点不可



 

○研修、学会等又は学会誌における発表について 

○「学会等」の考え方について 

○研修の講演者として登壇した職員が同じ研修の別のプログラムに参加した場合、研修計画に基づい

た研修への参加および研修学会へでの発表どちらにも加点を行うことはできるの？ 

➢
 

➢
 

➢

➢

➢



 

 

○視察・実習の実施又は受け入れについて 

 
 
 
 

○販路拡大の商談会等への参加 

➢

 

➢
 

 

➢



 

 

○地域連携活動は生産活動収入が発生しないものも加点できるの？ 

➢

 

 

 



 

２．仙台市で実施している就労継続支援 A 型事業への支援について 

◎障害者就労プロモート事業 

◎施設自主製品販売促進 

 

 
こんなこと 

やっています 

すでに活用している制度、活用できそうな制度はありましたか？ 

お問い合わせは 障害企画課社会参加係へ！ 

◎各種補助金 

 

 



 

３．宮城県・仙台市障害者ピアサポート研修について 

 
◎宮城県・仙台市障害者ピアサポート研修 



 

 

  



 

  

 


